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2012 ザバス杯全国選抜リトルリーグ野球大会開催要項（案） 

 
                         主催 公益財団法人 

日本リトルリーグ野球協会 
大会主管 リトルリーグ東関東連盟 

 
（1）名称 
    2012 ザバス杯全国選抜リトルリーグ野球大会 
（2）主催 
    公益財団法人日本リトルリーグ野球協会 
（3）主管 
   公益財団法人日本リトルリーグ野球協会 東関東連盟 
（4）後援 
   千葉県・千葉県教育委員会 成田市・成田市教育委員会 

三井物産・産経新聞・サンケイスポーツ・フジテレビジョン 
(5)  特別協賛 

   株式会社明治 
（6）協力  
   ミズノ株式会社・三井広報委員会 
（7）会期 

平成 24 年８月 17 日（金）  開会式 成田ナスパ・スタジアム 
                 代表者会議 15 時 00 分 ナスパ・スタジアム会議室 
                 選手集合  15 時 30 分 
                 開会式   16 時 00 分 
                 審判部会議 （開催場所・時間未定） 

８月 18 日（土） 大会１日目 １回戦・2 回戦 
８月 19 日（日） 大会２日目 準決勝・決勝・閉会式 

        ８月 20 日（月） 予備日 
（8）会場 

  成田ナスパ・スタジアム（千葉県成田市一坪田 410 番地 1 電話 0476-49-0130）   

     大谷津球場・JC スポーツ公園（成田シニアグラウンド）・北羽鳥多目的広場（成田ボーイズ

グラウンド） 



（9）出場リーグ 
    北海道・東北・信越・北関東・東京・神奈川・東海・関西・中国・四国・九州・東関東以上

12 連盟の代表各１リーグに加えて、前年度優勝連盟（神奈川連盟）1 リーグ、東北連盟（前

年度重優勝神奈川連盟枠）1 リーグ、主管連盟（東関東連盟）2 リーグの合計 16 リーグとす

る。     
（10）大会運営 
    リトルリーグ協会及び主管・東関東連盟で大会実行委員会を構成して大会の運営にあたる。 
（11）登録選手 
    リーグの構成は、選手 12 名以上 20 名以内、監督 1 名、コーチ 2 名の 23 名以内とし、各連

盟の照査を経て承認を受けたものに限る。 
（12）参加資格 
    参加選手は年齢 11 歳～12 歳の選手（4 月生まれの 13 歳含む）とする。ただし、12 名に満

たない場合は 10 歳選手を 3 名まで認める。 
（13）審判員 

審判員は、主管東関東連盟から必要に応じて各連盟理事長宛に派遣を依頼する。各連盟理事

長は自連盟審判部と協議して審判員を承認し、大会主管の東関東連盟に通知される。大会審

判長は、大会主管の東関東連盟審判部長とする。 
審判員の判定に対して異議をさしはさむことはできない。 

（14）大会規則 
    2012 年リトルリーグ公認競技規則、トーナメント規則及び本大会特別ルールによる。 
（15）費用 
    本大会に参加するリーグには下記の各項の通り対応する。 

① 登録された選手 14 名と監督 1 名、コーチ 2 名の宿泊費（夕食・朝食付）は、リトルリ

ーグ委員会が負担する。それ以上の選手の宿泊費は各リーグの負担とする。 
対応は大会前日 8 月 17 日（金）の夕食からとし、敗退時点で打ち切りとする。ただし、

勝敗に関係なく全員 2 泊とする。 
② 昼食代は各リーグの負担とする。 
③ 出場リーグの交通費は支給しない。 

（16）表彰規定 
    ① 優勝リーグには、賞状、優勝旗、ザバス杯、三井物産杯、金メダル 
    ② 準優勝リーグには、賞状、ザバス杯、銀メダル 

③ 第 3 位リーグ（２リーグ）には、賞状、ザバス杯、銅メダル 
        ④ その他のリーグには、賞状 
        ⑤ 出場 16 リーグには、参加メダル、参加記念品 
        ⑥ その他 
（17）応援 
    リトルリーグベースボール憲章の精神に則り、リトルリーグにふさわしくない内容のものは



禁止する。 
（18）リーグ管理 
    参加リーグは、必ず会長または会長を代行する責任者（監督･コーチ以外）が引率し、大会期

間中選手全ての行動及びリーグ関係者の応援等に関して全責任を負うものとする。 
（19）健康管理 
    医師の健康管理証明書によって健康が保障された選手でも、本大会に参加してから、疾病等

の理由で大会運営委員会がその選手の試合出場を不適当と判断した場合は出場できない。 
前記のような選手が多発してチーム構成ができない場合は、その試合を中止して相手チーム

に勝利を与える。 
（20）傷害処置 

     主催者は大会参加の選手、指導者に対する傷害保険に加入する。 
大会期間中、不時の負傷疾病に対して、主催者は応急手当を施する。また、役員及び選手

は、規定の傷害保険証と健康保険証を必ず持参しなければならない。 
（21）その他 

     ① 大会期間中、不測のトラブルが発生した時は、主催者と当該者の間で速やかに措置する

ものとする。 
② 大会運営は、できる限り質素に開催することとする。 

  (22) 大会本部・救護本部 
        成田ナスパ・スタジアム 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


